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す
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一
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人
事
委
員
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規
則
八－

五
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職
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の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
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則
）
の
一
部

　

を
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正
す
る
規
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一
一

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の

　

一
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を
改
正
す
る
規
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一
一

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正

　

す
る
規
則 

一
二

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

八
（
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
） 

一
二

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

一－

九
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則 

一
三

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

二－

七
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管

　

理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一
四

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
二－

一
（
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
）

　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一
四

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
委
任
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

一
四

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
委
任
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

一
五

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
委
任
の
一
部

　

を
改
正
す
る
告
示 

一
五

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
一－

二
（
用
語
の
定
義
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
一－

二－

七

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
一－

二
（
用
語
の
定
義
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
一－

二
（
用
語
の
定
義
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

本
則
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

七　

「
自
己
啓
発
等
休
業
条
例
」
と
は
、「
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第

八
十
九
号
）」
を
い
う
。

（1）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第19号　　 

発　　　　行

宮 城 県
( 総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  022（211）2267
(毎週火，金曜日発行)



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

〇
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

〇－
十
三

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

〇
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

〇
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

五　

自
己
啓
発
等
休
業
（
法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を

始
め
、
又
は
自
己
啓
発
等
休
業
の
終
了
に
よ
り
職
務
に
復
帰
し
た
場
合

　

第
五
条
第
二
項
中
「
派
遣
さ
れ
」
の
下
に
「
、
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
」
を
加
え
る
。
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則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
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成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

一－

二
十
九

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

一
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

一
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に
第
一
号
と
し
て
次

の
一
号
を
加
え
る
。

　

一　

法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
る
職
員

　

別
表
中 

を
削
り
、　
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に
改
め
る
。
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こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
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成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

二－

五
十

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
八
号
）
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
七－

二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
中
「
地
方
振
興
事
務
所
農
業
振
興
部
」
の
下
に
「
及
び
地
方
振
興
事
務
所
地
域
事
務
所
農
業
振
興
部
」

を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

条
例
第
六
条
第
一
項
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
機
関
は
、
食
肉
衛
生
検
査
所
と
す
る
。

　

第
九
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
機
関
は
、保
健
環
境
セ
ン
タ
ー
又
は
原
子
力
セ
ン
タ
ー
と
す
る
。

　

第
十
六
条
第
一
項
中
「
設
備
室
」
を
「
設
備
課
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

条
例
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

地
表
又
は
水
面
か
ら
完
成
時
の
工
作
物
等
ま
で
の
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
現
場

　

二　

建
築
物
又
は
構
築
物
上
の
墜
落
の
危
険
が
特
に
著
し
い
現
場

三　

山
、
谷
又
は
崖
等
の
四
十
度
以
上
の
斜
面
上
で
命
綱
等
の
使
用
が
必
要
と
さ
れ
る
墜
落
の
危
険
が
特
に
著
し
い

現
場

４　

条
例
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ニ
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
深
礎
工
法
に
よ
る
深
礎
杭
の
建
設
又
は
集
水
井
工

法
に
よ
る
集
水
井
の
建
設
の
た
め
に
地
下
十
メ
ー
ト
ル
以
上
掘
削
さ
れ
た
た
て
坑
の
坑
内
の
現
場
と
す
る
。

号外第19号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

「

仙
台
市
泉
区
福
岡
字
岳
山
九
の
六

泉
が
岳
自
然
の
家

」

「

気
仙
沼
市
物
倉
山
六

登
米
市
津
山
町
横
山
字
本
町
九
一

気
仙
沼
市
立
水
梨
小
学
校

登
米
市
立
横
山
小
学
校

」

「

気
仙
沼
市
物
倉
山
六

登
米
市
迫
町
新
田
字
山
居
三
七
の

一登
米
市
津
山
町
横
山
字
本
町
九
一

気
仙
沼
市
立
水
梨
小
学
校

登
米
市
立
新
田
小
学
校

登
米
市
立
横
山
小
学
校

」



　

第
十
六
条
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
項
中
「
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ヲ
」
を
「
第
十
八
条
第

一
項
第
一
号
ホ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
中
第
十
一
項
を
第
六
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
中
「
第

十
八
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項

中
「
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
を
第
八
項
と
し
、
同
項

の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

９　

条
例
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
ダ
ム
の
水
面
か
ら
の
高
さ
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
所
で
墜
落
の
危
険
性
が
特
に

著
し
い
も
の
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
ダ
ム
の
ゲ
ー
ト
と
す
る
。

　
　

条
例
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
ダ
ム
の
水
面
か
ら
の
高
さ
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
構
造
物
で
墜
落
の
危
険
性
が
特

10
に
著
し
い
も
の
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

ダ
ム
の
小
型
船
舶
の
発
着
場

　

二　

ダ
ム
の
取
水
塔

　

第
十
七
条
第
一
項
中
「
、
水
産
試
験
場
又
は
栽
培
漁
業
セ
ン
タ
ー
」
を
「
又
は
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
（
内
水
面

水
産
試
験
場
及
び
水
産
加
工
開
発
部
に
所
属
す
る
職
員
を
除
く
。）」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
五
十
七
条
の
四
」
を
「
第
八
十
七
条
第
一
項
」
に
、「
第
五
十
四
条
の
三
」
を
「
第
七
十

五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

十
四
（
期
末
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

十
四－

二
十

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

十
四
（
期
末
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

十
四
（
期
末
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
第
一
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と

し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

一　

法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
る
職
員

　

第
五
条
第
二
項
第
五
号
中
「
第
一
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
」
を
「
第
一
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
」
に

改
め
、「
全
期
間
」
の
下
に
「
、
法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
る
職
員
と
し

て
在
職
し
た
期
間
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
中
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

同
項
第
一
号
中
「
第
一
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
」
を
「
第
一
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

一　

第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
分
の
一
の
期
間

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

十
五
（
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

十
五－

二
十
一

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

十
五
（
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

十
五
（
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
第
一
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と

し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

一　

法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
る
職
員

　

第
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
」
を
「
第
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら

第
五
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

十
六
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

十
六－

三
十
一

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

十
六
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

十
六
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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別
表
第
一
宮
城
大
学
の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
保
健
環
境
セ
ン
タ
ー
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

に
改
め
、
同
表
原
子
力
セ
ン
タ
ー
の
項
中 

を　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
食
肉
衛
生
検
査
所
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
保
健
福
祉
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
中
央
地
域
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
拓
桃
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

に
改
め
、
同
表
下
水
道
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
県
立
の
中
学
校
並
び
に
市
町
村
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
の
項
中

「
第
七
十
五
条
」
を
「
第
八
十
一
条
」
に
、「
第
七
十
三
条
の
二
十
一
」
を
「
第
百
四
十
条
」
に
改
め
る
。

6,20

　

別
表
第
二
チ
の
表
中
「    0  円

6,300

」
を
「     円

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。　

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
七－

十
六
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。）
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
、
当
該
各
号
の
区
分
に
応
じ
附
則
別
表
第
一
又
は
附
則
別
表
第
二
の
勤

務
箇
所
欄
に
掲
げ
る
勤
務
箇
所
に
勤
務
す
る
こ
れ
ら
の
表
の
職
員
欄
に
掲
げ
る
職
員
の
職
を
占
め
る
者
（
こ
の
規
則

の
施
行
の
日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
（
給
与
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
企
業
職
員
で
あ
っ
た
者
か
ら
人
事

交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
を
除
く
。）
を
除
く
。）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
を
同
条
に
規
定

す
る
給
料
の
調
整
を
行
う
職
と
み
な
し
て
、
当
該
職
を
占
め
る
者
に
対
し
、
改
正
後
の
規
則
第
二
条
に
規
定
す
る
調

整
基
本
額
に
当
該
各
号
の
区
分
に
応
じ
そ
の
者
に
係
る
附
則
別
表
第
一
又
は
附
則
別
表
第
二
の
調
整
数
欄
に
掲
げ
る

調
整
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項
及
び
第

四
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間

を
そ
れ
ぞ
れ
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務

時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項

号外第19号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

「
�
　

大
学
院
研
究
科
の
授
業
を
常
時

担
当
す
る
教
授
、
准
教
授
、
講
師

及
び
助
教

�
　

大
学
院
研
究
科
に
在
学
す
る
学

生
の
指
導
に
常
時
従
事
す
る
助
手

で
知
事
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し

て
定
め
る
も
の

一

」

「

大
学
院
研
究
科
の
授
業
を
常
時
担
当

す
る
教
授
、
准
教
授
、
講
師
及
び
助

教

一

」

「
�
　

病
理
細
菌
技
術
者
（
助
手
を
含

む
。）

�
　

食
品
、
大
気
、
水
質
等
の
検
査

及
び
分
析
に
従
事
す
る
職
員

二一

」

「

病
理
細
菌
技
術
者
（
助
手
を
含 

む
。）

一

」

「
�
　

環
境
放
射
能
等
の
監
視
測
定
、

測
定
方
法
に
係
る
調
査
研
究
等
に

従
事
す
る
職
員

�
　

所
長

三一

」

「

環
境
放
射
能
等
の
監
視
測
定
、
測
定

方
法
に
係
る
調
査
研
究
等
に
従
事
す

る
職
員

一

」

「
�
　

と
畜
検
査
員
（
給
与
条
例
第
九

条
の
規
定
に
よ
り
管
理
職
手
当
の

支
給
を
受
け
る
職
員
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
管
理
職
手
当
の
支

給
を
受
け
る
職
員
」
と
い
う
。）

を
除
く
。）

�
　

と
畜
検
査
員
（
次
長
で
あ
つ
て

管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職

員
に
限
る
。）

�
　

と
畜
検
査
員
（�
及
び�
に
掲

げ
る
職
員
以
外
の
職
員
に
限
る
。）

三二一

」

「

と
畜
検
査
員
（
給
与
条
例
第
九
条
の

規
定
に
よ
り
管
理
職
手
当
の
支
給
を

受
け
る
職
員
を
除
く
。）

三

」

「

中
央
地
域
子
ど
も
セ
ン

タ
ー

」

「

中
央
児
童
相
談
所

」

「
�
　

医
師

�
　

理
学
療
法
技
術
職
員
、
作
業
療

法
技
術
職
員
、
言
語
聴
覚
士
及
び

マ
ツ
サ
ー
ジ
師

�
　

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士

�
　

診
療
放
射
線
技
術
者

�
　

看
護
師
及
び
准
看
護
師
（
看
護

部
長
を
除
く
。）

�
　

病
理
細
菌
技
術
者
（
助
手
を
含

む
。）

�
　

ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
（
保
健
師
を

除
く
。）

�
　
�
か
ら�
ま
で
に
掲
げ
る
職
員

以
外
の
職
員
（
人
事
委
員
会
が
定

め
る
職
員
に
限
る
。）

三二一

」

「
�
　

医
師

�
　

診
療
放
射
線
技
術
者

�
　

理
学
療
法
技
術
職
員
、
作
業
療

法
技
術
職
員
、
言
語
聴
覚
士
及
び

マ
ツ
サ
ー
ジ
師

�
　

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士

�
　

看
護
師
及
び
准
看
護
師
（
病
棟

勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
に
限
る
。）

�
　

病
理
細
菌
技
術
者
（
助
手
を
含

む
。）

�
　

ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
（
保
健
師
、

看
護
師
及
び
准
看
護
師
を
除 

く
。）

�
　

看
護
師
及
び
准
看
護
師
（�
に

掲
げ
る
者
、
看
護
部
長
及
び
看
護

部
に
お
い
て
主
と
し
て
職
員
の
教

育
を
担
当
す
る
副
部
長
を
除 

く
。）

�
　

ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
（�
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

�
　

栄
養
士

三二一

」



又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
そ
れ
ぞ
れ
職
員
勤
務
時

間
条
例
第
二
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を

そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す

る
。）
を
給
料
の
調
整
額
（
規
則
七－

十
六－

二
十
八
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
給
料
の
調
整
額
を

含
む
。）
と
し
て
支
給
す
る
。

　

一　

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で　

附
則
別
表
第
一

　

二　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で　

附
則
別
表
第
二

附
則
別
表
第
一

附
則
別
表
第
二

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

十
八－

三
十
九

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
知
事
の
項
中

 

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、「
地
域
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
」
を
「
児

（5）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第19号　　 

勤　
務　
箇　
所

原
子
力
セ
ン
タ
ー

食
肉
衛
生
検
査
所

保
健
福
祉
事
務
所

（
地
域
事
務
所
を
含

む
。）

拓
桃
医
療
療
育
セ
ン

タ
ー

職　
　
　
　
　

員

環
境
放
射
能
等
の
監
視
測
定
、

測
定
方
法
に
係
る
調
査
研
究
等

に
従
事
す
る
職
員

と
畜
検
査
員
（
次
長
で
あ
っ
て

給
与
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ

り
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け

る
職
員
に
限
る
。）

診
療
放
射
線
技
術
者
（
助
手
を

含
む
。）

看
護
師
及
び
准
看
護
師
（
看
護

部
に
お
い
て
主
と
し
て
職
員
の

教
育
を
担
当
す
る
副
部
長
に
限

る
。）

調
整
数二一二一

勤　
務　
箇　
所

保
健
福
祉
事
務
所

（
地
域
事
務
所
を
含

む
。）

職　
　
　
　
　

員

診
療
放
射
線
技
術
者
（
助
手
を

含
む
。）

調
整
数一

「

公

務

研

修

所

所

長

副

所

長

教

務

部

長

一
種

四
種

五
種

」

「

公

務

研

修

所

所

長

副

所

長

一
種

四
種

」

「

保
健
環
境
セ
ン
タ
ー

所

長

副

所

長

事

務

局

長

部

長

副

部

長

三
種

四
種

五
種

」

「

保
健
環
境
セ
ン
タ
ー

所

長

副

所

長

部

長

副

部

長

三
種

四
種

五
種

」

「

保
健
福
祉
事
務
所
（
仙
台 

保
健
福
祉
事
務
所
を
除 

く
。）

所

長

保

健

医

療

監

副

所

長

技

術

副

所

長

部

長

三
種

四
種

五
種

」

「

保
健
福
祉
事
務
所
（
仙
台 

保
健
福
祉
事
務
所
を
除 

く
。）

所

長

地

域

事

務

所

長

保

健

医

療

監

副

所

長

地
域
事
務
所
保
健
医
療 

監　地
域
事
務
所
副
所
長

三
種

四
種



童
相
談
所
」
に
改
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
削
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、「
水
産
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
」
を
「
水
産
技

術
総
合
セ
ン
タ
ー
（
気
仙
沼
水
産
試
験
場
及
び
内
水
面
水
産
試
験
場
を
除
く
。）」
に
、「
気
仙
沼
水
産
試
験
場
」
を
「
水

産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
気
仙
沼
水
産
試
験
場
」
に
、「
内
水
面
水
産
試
験
場
」
を
「
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
内
水
面

水
産
試
験
場
」
に
改
め
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
削
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
県
警
察
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
ロ
の
表
中
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技

術

副

所

長

部

長

地
域
事
務
所
技
術
副
所

長　地

域

事

務

所

部

長

五
種

」

「

札

幌

事

務

所

所

長

五
種

」

「

地

方

振

興

事

務

所

所

長

副

所

長

部
長
（
畜
産
振
興
部
長 

を
除
く
。）

支

所

長

畜

産

振

興

部

長

副

部

長

一
種

三
種

四
種

五
種

」

「

地

方

振

興

事

務

所

所

長

地

域

事

務

所

長

副

所

長

地
域
事
務
所
副
所
長

部
長
（
畜
産
振
興
部
長 

を
除
く
。）

支

所

長

地
域
事
務
所
部
長
（
畜 

産
振
興
部
長
を
除
く
。）

畜

産

振

興

部

長

副

部

長

地
域
事
務
所
畜
産
振
興

部
長　
　
　
　
　
　
　

地
域
事
務
所
副
部
長

一
種

三
種

四
種

五
種

」

「

林

業

試

験

場

場

長

」

「

林
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー

所

長

」

「

水

産

加

工

研

究

所

栽
培
漁
業
セ
ン
タ
ー

所

長

所

長

」

「

土
木
事
務
所
（
大
河
原
土 

木
事
務
所
、
仙
台
土
木
事 

務
所
、
大
崎
土
木
事
務
所 

及
び
石
巻
土
木
事
務
所
に 

限
る
。）

土
木
事
務
所
（
大
河
原
土 

木
事
務
所
、
仙
台
土
木
事 

務
所
、
大
崎
土
木
事
務
所 

及
び
石
巻
土
木
事
務
所
を 

除
く
。）

港

湾

事

務

所

下

水

道

事

務

所

所

長

副

所

長

技

術

副

所

長

所

長

所

長

所

長

三
種

四
種

五
種

四
種

」

「

土
木
事
務
所
（
気
仙
沼
土 

木
事
務
所
を
除
く
。）

気
仙
沼
土
木
事
務
所

港

湾

事

務

所

下

水

道

事

務

所

所

長

地

域

事

務

所

長

副

所

長

地
域
事
務
所
副
所
長

技

術

副

所

長

地
域
事
務
所
技
術
副
所 

長　所

長

所

長

支

所

長

所

長

三
種

四
種

五
種

四
種

五
種

四
種

」

「

教

育

事

務

所

所

長

四
種

」

「

教

育

事

務

所

所

長

地

域

事

務

所

長

四
種

」

「

部 
             
長

首

席

監

察

官

組
織
犯
罪
対
策
局
長

参

事

官

課

長

三
種

」

「

部

長

首

席

監

察

官

組
織
犯
罪
対
策
局
長

参
事
官
（
人
事
委
員
会 

が
定
め
る
者
を
除
く
。）

参
事
官
（
人
事
委
員
会 

が
定
め
る
者
に
限
る
。）

課

長

三
種

」



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
ロ
の
表
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七－

十
八
（
管
理
職
手
当
）
別

表
第
一
県
警
察
の
項
、
別
表
第
二
ロ
の
表
及
び
別
表
第
三
ロ
の
表
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
適
用

す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

二
十－

八

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
号
）
に
基
づ
き
、
人
事

委
員
会
規
則
七－

二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
の
三
第
一
号
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、「
事
由
に
よ
り
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
期
間
」
の
下
に
「
又
は
法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
（
自
己
啓
発
等
休
業
条
例

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
条
例
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。）
に
よ
り
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
一
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
一－

十
七

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
一
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

三
十
一
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
七
号
中
「
林
業
試
験
場
」
を
「
森
林
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
水
産
研
究
開
発

セ
ン
タ
ー
」
を
「
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
中
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
三
号
を

第
九
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
三－

四
十
七

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（7）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第19号　　 

「
９

級
三

種
95,70

     0  円

」

「

９
級

三
種

四
種

95,70

     0  円

86,10

     0  円

」

「

９
級

三
種

83,80

     0  円

」

「

９
級

三
種

四
種

83,80

     0  円

75,70

     0  円

」

「

3  0  3  1  3  2  3  3  3  3  3  4  3  4  3  5  3  5  3  6  

「

2  9  3  0  3  0  3  1  3  1  3  2  3  2  3  3  3  4  3  5  



　

別
表
第
七
イ
の
表
中　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
別
表
第
七
ニ
の
表
中　
　
　
　
　
　

を

 

に
改
め
、
別
表
第
七
ヘ
の
表
中　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
別
表
第
七
チ
の
表
中　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

号外第19号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）

「

3  4  3  4  3  5  3  5  3  6  3  6  3  7  3  7  3  8  3  8  3  9  3  9  4  0  4  0  4  1  4  1  4  2  4  2  4  3  

」

「

3  3  3  4  3  4  3  4  3  5  3  5  3  5  3  6  3  6  3  6  3  7  3  7  3  8  3  8  3  9  3  9  4  0  4  0  4  1  

」

3  6  3  7  3  7  3  8  3  8  3  9  3  9  4  0  4  0  4  1  4  2  4  3  4  4  4  5  4  5  4  6  4  6  4  7  4  7  4  8  4  8  4  9  4  9  4  9  5  0  5  0  5  0  5  1  5  1  5  1  5  2  

」

3  6  3  7  3  7  3  8  3  8  3  9  3  9  4  0  4  0  4  1  4  1  4  2  4  2  4  3  4  3  4  4  4  4  4  5  4  5  4  6  4  6  4  7  4  7  4  8  4  8  4  9  4  9  5  0  5  0  5  1  5  1  

」

「

3  0  3  1  3  2  3  3  3  3  3  4  3  4  3  5  

「

2  9  3  0  3  0  3  1  3  1  3  2  3  2  3  3  

「
4  1  4  2  4  2  4  2  4  3  4  3  4  3  4  4  4  4  

3  5  3  6  3  6  3  7  3  7  3  8  3  8  3  9  3  9  4  0  4  0  4  1  4  1  4  2  4  2  4  3  4  3  4  4  4  4  4  5  4  6  4  7  4  8  4  9  4  9  5  0  5  0  5  1  5  1  5  2  

」

3  3  3  4  3  4  3  5  3  5  3  6  3  6  3  7  3  8  3  9  4  0  4  1  4  1  4  2  4  2  4  3  4  3  4  4  4  4  4  5  4  5  4  6  4  6  4  7  4  7  4  8  4  8  4  9  5  0  5  1  

」

「

4  2  4  2  4  3  4  3  4  4  4  4  4  5  4  5  4  5  4  6  4  6  4  6  4  7  4  7  

」



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
六
（
産
業
教
育
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
六－

七

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
六
（
産
業
教
育
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

三
十
六
（
産
業
教
育
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
中
「
百
分
の
十
」
を
「
百
分
の
六
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
百
分
の
六
」
を
「
百
分
の
三
」
に
改
め

る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
八
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
八－

十
六

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
八
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

三
十
八
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
五
条
の
四
第
二
項
中
「
許
可
を
受
け
」
の
下
に
「
、
法
第
二
十
六
条
の
五

第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
」
を
、「
大
学
院
修
学
休
業
を
し
」
の
下
に
「
、
育
児
休
業
法
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
」
を
加
え
、「
、
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
」

を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
九
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
九－

二
十
四

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
九
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

三
十
九
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
二
級
の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
削
り
、
同
表
一
級

の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
削
り
、
同
表
準
へ
き
地
学
校
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

四
十
（
定
時
制
通
信
教
育
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

四
十－
七

（9）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第19号　　 
4  4  4  5  4  5  4  6  4  6  

」

「

同　
　
　

相
川
中
学
校

同　
　

北
上
町
十
三
浜
字
崎
山
一

八
一

」

「

登
米
市
立
嵯
峨
立
小
学
校

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
岩
の
沢
一

五
〇

」

「

大
郷
町
立
大
松
沢
中
学
校

黒
川
郡
大
郷
町
大
松
沢
字
馬
場
崎

一
の
一

」

「

登
米
市
立
鱒
淵
小
学
校

登
米
市
東
和
町
米
川
字
寺
内
三
一

」



　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

四
十
（
定
時
制
通
信
教
育
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

四
十
（
定
時
制
通
信
教
育
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
百
分
の
十
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
」
に
改
め
、

た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一　

給
与
条
例
第
二
十
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
教
員
（
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
に
関
す
る
校
務

を
整
理
す
る
教
頭
を
除
く
。）
の
う
ち
、
定
時
制
教
育
に
従
事
す
る
職
員
で
あ
つ
て
、
月
の
一
日
か
ら
末
日
ま
で

の
間
に
お
い
て
、
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
正
規
の
勤
務
時
間
の
一
部
が
午
後
九

時
以
降
に
割
り
振
ら
れ
た
日
数
が
、
そ
の
月
に
お
け
る
勤
務
す
べ
き
日
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
も
の
及
び
通
信

教
育
に
従
事
す
る
職
員　

百
分
の
六

二　

給
与
条
例
第
二
十
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
校
長
及
び
教
員
の
う
ち
、
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
定
時

制
の
課
程
（
こ
の
号
に
お
い
て
「
夜
間
課
程
」
と
い
う
。）
又
は
通
信
制
の
課
程
を
置
く
高
等
学
校
の
校
長
（
本

務
と
し
て
当
該
高
等
学
校
の
校
長
の
職
に
あ
る
者
に
限
る
。）及
び
夜
間
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
に
関
す
る
校
務

を
整
理
す
る
教
頭
の
職
を
占
め
る
職
員　

百
分
の
四

三　

給
与
条
例
第
二
十
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
校
長
及
び
教
員
の
う
ち
、
前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職

員　

百
分
の
三

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
、
改
正
前
の
規
則
七－

四
十
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
定
時
制
通
信
教
育

手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
た
職
員
（
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
校
長
及
び
教
頭
で
あ
っ
た
も
の
を
除
く
。）
で
、

改
正
後
の
規
則
七－

四
十
第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
（
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
校
長
及
び
教
頭
で
あ
る

も
の
を
除
く
。）と
し
て
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
在
職
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
の

定
時
制
通
信
教
育
手
当
の
月
額
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
料
月
額
と
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
六
号
）
附
則
第
九
項
、
第
十
項
又
は
第
十
一
項
の
規
定

に
よ
る
給
料
と
の
合
計
額
に
百
分
の
六
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

四
十
四
（
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

四
十
四－

十
九

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

四
十
四
（
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

四
十
四
（
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
普
及
指
導
員
」
の
下
に
「（
給
与
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る

職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
林
業
普
及
指
導
員
」
の
下
に
「（
給
与

条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

　

第
四
条
の
見
出
し
を
「（
支
給
割
合
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
割
合
」
を
「
、
百
分
の
八
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

○
人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
二－

二
十
七

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

六
十
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
四
級
地
の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
削
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
二
級
地
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、

号外第19号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （10）

「

栗
原
地
方
振
興
事
務
所

一
桧
山
県
有
林
出
張
所

栗
原
市
花
山
字
草
木
沢
角
間
一
〇
の
七

」

「

内
水
面
水
産
試
験
場

」

「

水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ

ー
内
水
面
水
産
試
験
場

」

「

栗
原
地
方
振
興
事
務
所

栗
駒
ダ
ム
管
理
事
務
所

」

「

北
部
地
方
振
興
事
務
所

栗
原
地
域
事
務
所
栗
駒

ダ
ム
管
理
事
務
所

」

「

栽
培
漁
業
セ
ン
タ
ー

」

「

水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ 

ー
養
殖
生
産
部

」



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
二
十
一
（
期
末
特
別
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

百
二
十
一－
八

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
二
十
一
（
期
末
特
別
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
百
二
十
一
（
期
末
特
別
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に
第
一
号
と
し
て
次

の
一
号
を
加
え
る
。

　

一　

法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
る
職
員

　

第
四
条
第
二
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
一
号
中

「
第
一
条
第
三
号
及
び
第
四
号
」
を
「
第
一
条
第
四
号
及
び
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に

第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

一　

第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
分
の
一
の
期
間

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
三
十
四
（
給
料
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

百
三
十
四－

二

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
三
十
四
（
給
料
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

百
三
十
四
（
給
料
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
八
号
中
「
第
八
条
」
の
下
に
「
又
は
自
己
啓
発
等
休
業
条
例
第
十
条
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

五－

二
十
一

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
七
号
）
に
基
づ
き
、
人

事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
期
間
」
の
下
に
「（
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
期
間
に
つ
い
て

別
段
の
定
め
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
別
段
の
定
め
に
規
定
す
る
期
間
）」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

任
命
権
者
は
、
勤
務
の
性
質
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
と
、
公
務
の
能
率
を
甚
だ
し
く
阻
害
し
、
又
は
職
員

の
健
康
若
し
く
は
安
全
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間

に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

六－

二
十
一

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
に
基
づ
き
、

（11）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第19号　　 

「

泉
が
岳
自
然
の
家

仙
台
市
泉
区
福
岡
字
岳
山
九
の
六

」



人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
前
項
で
」
を
「
前
項
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、

「
期
間
に
つ
い
て
の
」
を
「
期
間
に
つ
い
て
」
に
改
め
、「
当
該
」
の
下
に
「
別
段
の
定
め
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八－
七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

七－

七

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八－

七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
宮
城
県
条
例
第
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
八－

七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
中
「
勤
務
」
を
「
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
に
係
る
勤
務
」
に
改
め
、
同
条
第

一
号
ト
中
「
ヘ
」
を
「
ト
」
に
改
め
、
同
号
中
ト
を
チ
と
し
、
イ
か
ら
ヘ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
し
、
同
号
に
イ
と

し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

イ　

法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
た
期
間

　

第
三
条
第
二
号
中
「
ヘ
」
を
「
ト
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八－

八
（
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
）
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

八

　
　
　

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
八
十
九
号
）
に
基
づ
き
、

こ
の
規
則
を
制
定
す
る
。

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
自
己
啓
発
等
休
業
条
例
に
基
づ
き
、
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
定

め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
大
学
等
課
程
の
履
修
の
成
果
を
あ
げ
る
た
め
に
特
に
必
要
な
場
合
）

第
二
条　

自
己
啓
発
等
休
業
条
例
第
三
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
大
学
院
の
課
程
（
同
法
第
百
四
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
こ
れ

に
相
当
す
る
教
育
を
行
う
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
を
含
む
。）
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
大
学
（
こ
れ

に
準
ず
る
教
育
施
設
を
含
む
。）
の
課
程
で
あ
っ
て
、
そ
の
修
業
年
限
が
二
年
を
超
え
、
三
年
を
超
え
な
い
も
の
に

在
学
し
て
そ
の
課
程
を
履
修
す
る
場
合
と
す
る
。

　

（
奉
仕
活
動
）

第
三
条　

自
己
啓
発
等
休
業
条
例
第
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
奉
仕
活
動
は
、
任
命
権
者
の
申

請
に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
が
承
認
す
る
奉
仕
活
動
と
す
る
。

　

（
退
職
手
当
の
取
扱
い
）

第
四
条　

自
己
啓
発
等
休
業
条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
職
員
の
退
職
手
当
に
関

す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
号
）（
以
下
「
退
職
手
当
条
例
」
と
い
う
。）
第
七
条
第
四
項
に
規

定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一　

自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
中
の
法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
等
課
程
の
履
修
又
は
国
際
貢
献

活
動
の
内
容
が
、
そ
の
成
果
に
よ
っ
て
当
該
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
終
了
後
に
お
い
て
も
公
務
の
能
率
的
な

運
営
に
特
に
資
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
と
し
て
当
該
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
初
日
の
前
日
（
自
己
啓

発
等
休
業
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
延
長
さ
れ

た
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
初
日
の
前
日
）
ま
で
に
、
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
こ
と
。

二　

自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
中
の
行
為
を
原
因
と
し
て
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
処
分
（
懲
戒
免
職
の

処
分
を
除
く
。）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
処
分
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

三　

自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
た
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
退
職
手
当
条
例
第
七
条

第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
に
含
む

も
の
と
さ
れ
る
期
間
を
含
む
。）
が
五
年
に
達
す
る
ま
で
の
期
間
中
に
退
職
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ　

通
勤
（
退
職
手
当
条
例
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
勤
（
他
の
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
通
勤
と
み
な
さ
れ

る
も
の
を
含
む
。）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
病
気
（
以
下
「
傷
病
」
と
い
う
。）
若
し

く
は
死
亡
に
よ
り
退
職
し
た
場
合
又
は
退
職
手
当
条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
務
上
の
傷
病
若
し
く
は

死
亡
（
他
の
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
公
務
と
み
な
さ
れ
る
業
務
に
係
る
業
務
上
の
傷
病
又
は
死
亡
を
含
む
。）

に
よ
り
退
職
し
た
場
合
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ロ　

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
場
合
（
同
法
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
の
期
限
又
は

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
の
到
来
に
よ
り
退
職
し
た
場
合
を
含
む
。）又
は
こ
れ
に
準
ず
る

他
の
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
場
合

ハ　

退
職
手
当
条
例
第
七
条
の
四
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第
十
三
条
又
は
公
益
法

人
等
派
遣
条
例
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
該
当
し
て
退
職
し
た
場
合

２　

前
項
第
三
号
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一　

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
休
職
の
期
間
（
通
勤
に
よ
る
傷
病
若
し
く
は
退
職
手
当
条
例
第
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
公
務
上
の
傷
病
（
他
の
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
公
務
と
み
な
さ
れ
る
業
務
に
係
る
業
務
上
の
傷

病
を
含
む
。）
に
よ
り
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
、
又
は
職
員
の
分
限
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
二
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
事
由
に
該
当
し
て
休
職
に
さ
れ
た
場
合

に
お
け
る
当
該
休
職
の
期
間
を
除
く
。）

二　

法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
停
職
の
期
間

三　

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
職
員
団
体
の
業
務
に
専
ら
従
事
し
た
期
間
又
は
地
方
公

営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
り
組
合
の
業
務
に
専
ら
従
事
し
た
期
間

四　

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
を
し
た
期
間

五　

自
己
啓
発
等
休
業
を
し
た
期
間

六　

第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
の
期
間
に
準
ず
る
期
間

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
十
一－

一－

九
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

一－

三
十
三

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
十
一－

一－

九
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

一－

九
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
保
健
環
境
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
事
務
局
長　

事
務
局
次
長
（
総
括
担
当
）」
を
「
企
画
総
務
部
長　

企
画

総
務
部
次
長
（
総
括
担
当
）」
に
改
め
、
同
表
保
健
福
祉
事
務
所
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
地
域
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
地
域
子

ど
も
セ
ン
タ
ー
」
を
「
児
童
相
談
所
」
に
改
め
、
同
表
札
幌
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
地
方
振
興
事
務
所
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
水
産
試
験
場
の
項
か

ら
栽
培
漁
業
セ
ン
タ
ー
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
土
木
事
務
所
の
項
中
「
所
長
」
を
「
所
長　

地
域
事
務
所
所
長
」
に

改
め
、
同
表
港
湾
事
務
所
の
項
中
「
所
長
」
の
下
に
「　

支
所
長
」
を
加
え
、
同
表
教
育
事
務
所
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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「

所
長　

副
所
長　

部
長　

支
所
長　

副
支
所
長　

」

「

林

業

試

験

場

場
長

」

「

所
長　

地
域
事
務
所
所
長　

副
所
長　

地
域
事
務

所
副
所
長　

部
長　

地
域
事
務
所
部
長　

支
所
長

　

副
支
所
長

」

「

所
長　

副
所
長　

部
長　

支
所
長

」

「

所
長　

地
域
事
務
所
所
長　

副
所
長　

地
域
事
務

所
副
所
長　

部
長　

地
域
事
務
所
部
長　

支
所
長

」

「

林
業
技
術
総
合
セ

ン
タ
ー

所
長

」

「

水
産
研
究
開
発
セ

ン
タ
ー

所
長

」

「

水
産
技
術
総
合
セ

ン
タ
ー

所
長　

場
長

」

「

所
長　

副
参
事
及
び
次
長
（
職
員
の
人
事
を
担
当

す
る
職
に
限
る
。）

」

「

所
長　

地
域
事
務
所
所
長　

副
参
事
、
地
域
事
務

所
副
参
事
、
次
長
及
び
地
域
事
務
所
次
長
（
職
員

の
人
事
を
担
当
す
る
職
に
限
る
。）

」



　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
十
一－

二－

七
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規

則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
一－
二－

四
十
五

人
事
委
員
会
規
則
十
一－
二－

七
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

二－

七
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
蔵
王
町
の
項
中
「
課
長
」
の
下
に
「　

会
計
管
理
者
」
を
加
え
、
同
表
七
ヶ
浜
町
の
項
中
「
室
長
」
の
下

に
「　

所
長
」
を
加
え
、
同
表
女
川
町
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
石
巻
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
の
項
中
「
総
務
課
長
補
佐
」
を
「
総
務
企
画
課
長
補
佐
」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、「
総
務
課
長
」
を
「
教
育
課
長
」
に
改
め
、

仙
南
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合
の
項
中

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
十
二－

一
（
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
二－

一－

八

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
十
二－

一
（
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
三
号
）
に

基
づ
き
、
人
事
委
員
会
規
則
十
二－

一
（
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
社
団
法
人
み
や
ぎ
原
種
苗
セ
ン
タ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
七
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二－

二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
十
三
年
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
委
任
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

一　

二
の�
中
「
第
十
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。
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「

ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー

温
泉
温
浴
施

設地
域
福
祉
セ

ン
タ
ー

所
長 

館
長

所
長

」

「

ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー

地
域
福
祉
セ

ン
タ
ー

所
長 

所
長

」

「

衛
生
セ
ン
タ
ー
管
理
事

務
所

」

「

清
掃
施
設
管
理
事
務
所

」

「

教

育

委

員

会

教
育
長　

教
育
次
長

」

「

教

育

委

員

会

仙
南
芸
術
文
化
セ
ン

タ
ー

教
育
長　

教
育
次
長

所
長

」

社
団
法
人
宮
城
県
林
業
公
社

仙
台
市



二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
八
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二－

二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
昭

和
六
十
一
年
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
委
任
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

一　

二
の�
を
削
り
、�
を�
と
し
、�
か
ら�
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
九
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二－

二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
十
四
年
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
委
任
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

一　

二
の�
中
「
第
一
号
ヘ�
」
を
「
第
一
号
ト�
」
に
改
め
る
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

（15）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第19号　　 


